
ほいくのほけん 
●園賠償責任保険 

 
＜施設賠償責任保険＞ 

園施設や保育業務※1 の遂行に起因して発生した他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、 

法律上の賠償責任を負うことにより被る損害を補償。 

※1…・保育課程に基づく保育活動。（運動会等園主催の行事も含む） 

   ・園外保育として行われる遠足等の保育活動 

   ・お泊まり保育 

 

 

・園庭のブランコの鎖が切れて園児がケガをした 

・園行事の焼いも大会で園側の不注意により、園児が転倒し火傷をした 

・保育者が目を離した隙に、園児が食べ物等をのどにつまらせて窒息し死亡した 

 

 

＜生産物賠償責任保険＞ 

園内で提供した飲食物等に起因して発生した他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、法 

律上の賠償責任を負うことにより被る損害を補償。 

 

 

・園の給食が原因でサルモネラ菌による食中毒が発生し、園児が入院した 

 

 
 

●園児団体傷害保険 

 
・園の管理下（園と自宅の往復も含む）において、園児が急激かつ偶然な外来の事故により被っ 

た傷害を補償。 

・生命保険、健康保険、労災保険、日本スポーツ振興センターからの給付金や、加害者からの賠 

償金に関係なく給付。 

・熱中症による園児の死亡・後遺障害、入院・手術、通院を補償。 

 

 

・園児が園舎内の椅子につまずき転倒しケガをした 

・園外保育中に、園児が公園の滑り台から落下しケガをした 

・通園の往復中に車にはねられケガをした 

 

こんな場合に補償が受けられます！ 

こんな場合に補償が受けられます！ 

こんな場合に補償が受けられます！ 

★補償をご希望の場合は、事務職員までお声かけください。 


